
「かかりつけ医」「かかりつけ薬剤師・薬局」をお持ちですか？…２
健康経営宣言にエントリーしませんか？…３　　傷病手当金支給申請書作成時の注意点…４
社会保険新任担当者事務説明会の開催…５　　定時決定と算定基礎届…６・７　
東京ディズニーランド・東京ディズニーシー入園料等助成のご案内…８

https://www.nenkin.go.jp https://www.e-gov.go.jp

https://www.kyoukaikenpo.or.jp

http://www.syahokyo-akita.jp

あきた芸術村は、劇団わらび座のわらび劇場、小劇場のほか、温泉ゆぽぽの宿泊施設と温泉館、田沢湖ビール工場などが
あります。

当協会では各施設の割引サービスを提携しておりますのでどうぞご利用ください。
詳しくは、当協会のホームページをご覧ください。
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あきた芸術村わらび劇場（仙北市田沢湖）あきた芸術村わらび劇場（仙北市田沢湖）
【「秋田は何もない」（作:内館牧子氏）の出演者】【「秋田は何もない」（作:内館牧子氏）の出演者】
あきた芸術村わらび劇場（仙北市田沢湖）

【「秋田は何もない」（作:内館牧子氏）の出演者】
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全国健康保険協会からのお知らせ
協 会 け ん ぽ

3

3

point

→

→

point

point

HP1 2 3



社会保険あきた／7年6･7月／5

秋田県社会保険協会からのお知らせ秋田県社会保険協会からのお知らせ

「説明会」参加申込書

【健康保険制度と年金制度の基礎知識と事務手続き】

参加無料

秋田県社会保険協会の会員事業所において社会保険事務を担当されている方を主な対象として、次に
より「社会保険事務説明会」を開催します。新たに社会保険事務を担当することになった方向けの基
礎的な説明会ですので奮ってご参加ください。
※定員になり次第締め切らせていただきます。

 社会保険新任担当者事務説明会の開催 社会保険新任担当者事務説明会の開催

日程・会場・定員

主　催　　一般財団法人 秋田県社会保険協会
【共催】　日本年金機構（県内各年金事務所）・全国健康保険協会秋田支部

健康保険の基礎知識　　―健康保険の各種申請について―
年金の基礎知識　―届出が必要な場面、届出の方法について―
手軽な健康ストレッチ　―デスクワークの合間に体ほぐし―
　　　　　　　　　　（軽く運動ができる服装でおいでください）

県内の年金事務所または全国健康保険協会秋田支部で厚生年金保険・健康保険の適用を受けて
いる事業所に勤務されている方（健康保険組合に勤務されている方を含む）

無料

全国健康保険協会秋田支部職員・年金事務所職員及び健康運動指導士

下記の参加申込書にご記入のうえ、郵送またはFAXによりお申し込みください。

主 な 内 容

参加対象者

講　　　師

参 加 費 用

申 込 方 法

開　催　日　時 会　　　　　　　場 定　員

申込み・
問い合わせ先

〒010-0001 秋田市中通６－７－９
電話  018-831-6205 FAX  018-832-3681秋田県社会保険協会



日本年金機構からのお知らせ
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被保険者が実際に受ける報酬と標準報酬月額が大きくズレないように、毎年１回、全被保険者の報酬月額を届け
出て、標準報酬月額を決めなおしています。これを定時決定といいます。
定時決定は、４月・５月・６月に支払った報酬を「被保険者報酬月額算定基礎届」により届け出ていただきます。
令和7年は、7月1日(火)から7月10日(木)までに、電子申請のほか、電子媒体や紙媒体（届出用
紙）での届出を日本年金機構仙台広域事務センターへ郵送する方法でお願いしています。

届出の対象となるのは、７月１日現在の全被保険者および70歳以上被用者です。
ただし、以下に該当する被保険者の方は届出の提出が不要です。
　・６月１日以降に被保険者になった方（資格取得時に決定した報酬は原則令和８年８月まで適用されます）
　・６月30日以前に退職した方
　・７月改定の月額変更届を提出する方
　・８月または９月に月額変更届の提出が予定されている旨の申し出のあった方

　日本年金機構では、インターネットを利用して申請・届出を行う「電子申請」を推奨しています。
　電子申請のメリットとしては
　　・24時間365日、いつでも申請が可能
　　・年金事務所に行かなくても、職場や出先などから申請が可能
　　・移動時間や交通費、郵送費などのコスト削減に期待
　などが見込まれ、すでに全国的にも主要な届出の７割以上は電子申請に移行しています。
　次頁では、この電子申請の利用方法として一般的な「GビズID」の説明を掲載しております。
　是非、この機会に電子申請の利用をご検討ください。

―全員の標準報酬を決めなおすとき―
定時決定と算定基礎届

従前の
標準報酬月額

令
和
７
年
８
月
使
用

令
和
６
年
９
月
〜

令
和
８
年
８
月
使
用

令
和
７
年
９
月
〜

新しい
標準報酬月額

算定基礎届提出（１日～10日）

届出対象月

４月・５月・６月の平均月額＝

● 算定基礎届の提出の基礎となる月と決定対象月

● 算定基礎届の対象者

● 算定基礎届の提出方法と電子申請の利用
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秋田県社会保険協会からのお知らせ

事業所記号 事業所番号

※コピーしてお申込みください。

申込担当者名

電話番号

※１事業所につき４枚まで

（　　　　  ）　　　　 －

枚

※協会使用欄
（記入不要です）

※分からない場合は未記入可 ※分からない場合は未記入可

※この申込書にご記入いただいた情報は、本事業の運営およびご連絡・ご案内以外には使用いたしません。

事 業 所 名

申 込 枚 数

所 在 地

フ リ ガ ナ

東京ディズニーリゾート・コーポレートプログラム利用券申込書

今年もやります！会員とそのご家族を対象に「東京ディズニーランド・東京ディズニーシー」の入園料や
宿泊施設の助成事業を開始します。是非ご利用ください！

【利用期間】～令和８年３月末
【助成金額】１枚につき１名様1,000円
【申込資格】社会保険協会会員様（会費納付済み）
【利用対象】上記事業所の被保険者及び被扶養者様
【申込方法】下記申込書により秋田県社会保険協会あて
　　　　　　ファックスでお申し込みください。
【お問合せ】一般財団法人秋田県社会保険協会
　　　　　　〒010-0001 秋田市中通6－7－9
　　　　　　TEL:018－831－6205　FAX:018－832－3681

会員限定

更にお得な割引です！更にお得な割引です！更にお得な割引です！

令和７ ５

契約団体番号・プランパスワードは
利用券配布時にお知らせします。

FAX:018－832－3681
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国民年金保険料の追納について

Ｑ 　私は今年の３月に大学を卒業して４月から会社員となり
厚生年金に加入しています。学生の頃は国民年金に加入し
学生納付特例を受けていました。学生納付特例を受けてい
た期間の国民年金保険料を納めることができると聞きまし
たが教えてください。

Ａ　　　　国民年金保険料の免除、納付猶予、学生納付特　　　例を受けた期間は、老齢基礎年金を受け取るため
に必要な期間としては計算されますが、保険料を全額納
めたときに比べ、老齢基礎年金の年金額が少なくなりま
す。
　これらの期間については、10年以内であれば保険料を
さかのぼって納めることができます。これを「追納」と
言います。ご質問がありました学生納付特例を受けた期
間は老齢基礎年金の年金額には反映されませんので、将
来満額の老齢基礎年金を受けるためにも追納することを
お勧めします。
　学生納付特例を受けた期間の追納に関する手続きと注
意点について説明します。
　追納するためには申し込みが必要です。「国民年金保
険料追納申込書」に必要事項を記載し、お近くの年金事
務所へご提出ください（郵送による提出も可能です）。
申込書は日本年金機構ホームページからダウンロ一ドす
ることができます。
　過去に学生納付特例を受けた期間がご不明の場合は、
「ねんきんネット」が大変便利です。お近くの年金事務
所に足を運ばなくてもパソコン・スマートフォンからご
自身の年金記録をご確認いただくことができます。ご登

録は「マイナポータル」から簡単に行うことができます
ので、ぜひご利用ください。
　申込書を提出した後、日本年金機構から追納用の納付
書が届きますので、納付書の使用期限にご注意のうえ、
古い期間から順に納付してください。
　学生納付特例を受けた期間の翌年度から数えて3年度目
以降に追納する場合は、当時の保険料額に経過期間に応
じた加算額が上乗せされます。
　なお、追納した保険料は、全額社会保険料控除の対象
となります。

「
ひ
さ
し
ぶ
り
の
推
し
活
」

更にお得な割引です！

【追納に関する注意事項】
①追納するためには、申し込みが必要です。
②一部免除を受けた期間に、残りの納付すべき保険料
　を納付していない場合は追納できません。
③追納は、学生納付特例などを受けた期間のうち、原
　則古い期間の保険料から納めることになります。
④学生納付特例などを受けた期間の翌年度から数えて
　3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料額に
　一定の加算額が上乗せされます。
⑤老齢基礎年金を受け取ることができる方は追納でき
　ません。
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第219回  「帯状疱疹ワクチン」について
「帯状疱疹ワクチン」の定期接種が４月から全国で始まりました。帯状疱疹ワクチンを接種することで、帯
状疱疹やその合併症を予防できます。患者は増加傾向にあり、発症すると神経痛などの後遺症の恐れがあり
ます。今回は帯状疱疹の症状や2種類あるワクチンの特徴などをお伝えします。

保険料の納期内納入にご協力ください保険料の納期内納入にご協力ください 月末には社会保険料振替口座の残高確認を
お願いします。

一般財団法人秋田県社会保険協会

★ねんきん定期便・ねんきんネットに関するお問い合わせ

★ねんきんダイヤル（一般的な年金相談）

年金についての相談やお問い合わせ先休日・夜間の年金相談窓口をご利用ください
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